
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年６月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月１８日 １１時２７分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼湾 

 岩井埼灯台から真方位００５°２,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５０.８′ 東経１４１°３６.３′） 

事故の概要 漁船第八大功
たいこう

丸は、南進中、また、押船第六長崎
ながさき

丸は、起重機船第

三長崎
ながさき

号を押して北進中、第八大功丸と第三長崎号とが衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年９月２１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第八大功丸、４７９トン 

    １４２１１４、村田漁業株式会社 

Ｂ 押船 第六長崎丸、１９トン 

   ２９２－５０９３２長崎、株式会社西海建設 

Ｃ 起重機船 第三長崎号、約１,８０２トン 

   なし、株式会社西海建設 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損等 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船首部外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 １、視程 ２km 以上 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、約１０ノット（kn）の対地

速力で南進中、船長Ａが、レーダーが調整不良で映像を確認できない

状況下、左舷船首方にＣ船を認めた。 

船長Ａは、Ｃ船の四角い船型及びクレーンのブームの向きを見て、

Ｃ船がＡ船の前路を右方に横切るものと思い、Ｃ船から距離を離そう

と左転した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、Ｂ船の船首部とＣ船の船尾部

とを嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を構成し、約５

kn の対地速力で北進していた。 

船長Ｂは、Ａ船とＢ船押船列とが互いに左舷を対して通過する態勢

であると思っていたところ、Ａ船がＢ船押船列の前路に向けて左転し

たことに気付き、直ちに機関を全速力後進にかけた後、Ｃ船とＡ船と

が衝突するのを認めた。 



 

分析 Ａ船は、船長Ａが、左舷船首方にＣ船を認めた際、Ｃ船の船型等を

見てＡ船の前路を右方に横切る船舶と思い、見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ｂ船押船列であることも、Ｂ船押船列と左舷を対

して通過する態勢であることにも気付かず、Ｂ船押船列の前路に向け

て左転し、Ｂ船押船列に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、Ａ船と互いに左舷を対して通過する態勢で航行中、

船長Ｂが、Ａ船がＢ船押船列の前路に向けて左転したことに気付き、

直ちに機関を全速力後進にかけたものの、Ａ船が衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船押船列が北進中、船長Ａが、左舷船

首方にＣ船を認めた際、Ｃ船の船型等を見てＡ船の前路を右方に横切

る船舶と思い、見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船押船列で

あることも、Ｂ船押船列と左舷を対して通過する態勢であることにも

気付かず、Ｂ船押船列の前路に向けて左転し、Ａ船がＢ船押船列に衝

突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・レーダーを適切に調整して活用すること 

 


